
 

 

 

 

 

 

ご自宅で自立して安全に住み続けるために、 

お体の状態に合った住環境改善や住宅改修を行いましょう！ 

区が、対象工事費の４割～９割を助成します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※必ず事前の申請が必要です。まずはご相談ください。 
工事後の申請は受け付けられません。 

※間取りの変更を伴う大規模改修等は対象外です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ こんな方が対象です ＊ 

６５歳以上 

千代田区に住民票があり、
現に居住している 

日常生活の動作に困難があり 
住宅改修が必要と認められた 

 
 

１．手すりの取付け 

２．段差の解消 

３．滑り防止及び移動の円滑化等のため

の床又は通路面の材料の変更 

４．引き戸等への扉の取替え 

５．洋式便器等への便器の取替え 

６．上記に必要な付帯工事 

７．福祉用具(すのこ、浴用椅子、浴槽台

バスボード、トイレ用手すり)の購入 

 
 
１．浴槽の取替え及び 

これに付帯して必要な給湯設備等の工事 

２．流し・洗面台の取替え及び 

これに付帯して必要な給湯設備等の工事 

３．便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 

４．階段昇降機設置工事 

５．ホームエレベーター設置工事 

６．IH クッキングヒーター(据置型又はビルトイン 

型)の設置及びこれに付帯して必要な工事 

７．福祉用具(卓上用 IH クッキングヒーター)の購入 

介護予防住宅改修等給付 
（要支援・要介護認定のない方） 

自立支援設備改修等給付 
（要支援・要介護認定のある方） 

＊ 給付対象になる工事の種類 ＊ 



 

 

 

 

 【 各工事の給付限度額 × 利用者負担率 ※ 】 

 （ ＋給付限度額を超えた場合の差額 ＋改修給付対象外工事費 ） 

 

  ※利用者負担率……改修工事内容や利用者の保険料段階（第１段階～第 18 段階）

によって、対象工事費の１割～６割をご負担いただきます。 

また、生活保護を受けている方は利用者負担額を免除します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請から決定まで、おおむね１カ月程度かかります。 
※必要書類は、相談を進めていく中で順次揃えていきます。 

 

 

詳しい説明・制度の内容は 

 

 

 

 

 

 

 

ご相談は、お住まいの地域の高齢者あんしんセンターでも受け付けています。 

 

＊ 申請の流れ ＊ 

事前相

談・申請 
訪問調査 

審査・ 

決定通知

発送 

工事開始 
工事完了 

・確認 
支払い 

＊ 利用者負担額について ＊ 

千代田区 高齢介護課 介護事業指定係 

電 話 ： ０３－５２１１－４３３６ （直通） 

高齢者あんしんセンター麹町：０３－３２６５－６１４１ 

高齢者あんしんセンター神田：０３－５２９７－２２５５ 
 


